
【 粗大ごみ 】
■粗大ごみの出し方

●時　間　収集日当日の朝、８時30分まで
●出し方　・地区名及び世帯主名が分かるように出してください。
　　　　　 （記載した紙を貼付するか、荷札等を結び付けてもいいです。）
           ・ごみ袋に入る大きさの不燃物は「燃やせないごみ」の日に出してく

ださい。
　　　　　・革のカバーや木材等が付いてある場合、はずして出してください。

■粗大ごみとして出せるもの
　指定ごみ袋に入らないものであって、概ね150㎝程度、重さは大人２人で持
てる程度のものです。

●粗大ごみの例
　・自転車　・一輪車　・スノーダンプ　・電子レンジ　・オーブンレンジ
　・カーペット　・ガステーブル　・水槽　・パイプ椅子　
　・ストーブ（灯油、電池を抜いてください）　・トタン　・ベビーカー
　・プラスチック製衣装ケース　・クーラーボックス　
　・キャンプ用テント  など

■大型の木製家具は、専門業者に処理を委託するか、ガラスや金具を取り 
外したうえ、木製部分については、西部クリーンセンターに問合せ後に
自己搬入してください。（取り外したガラスや金具等は、「燃やせないご
み」として処分してください。） 西部クリーンセンター　℡46－2141

　　例：タンス、座卓、机、食器棚、ベッド、戸棚、ふすま  等

●粗大ごみとして出せないもの
・各法令等で定められたもの ➡ テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、エアコン、パソコン
・木製のもの及び不燃物以外のもの ➡ テーブル、机、ふすま、サイドボ―ド、
　　　　　　　　　　　　　　　　     テレビ台、ソファー、畳 など
・事業所、商店から出されたもの
・農業用の機械、資材  など
・危険物、処理困難物、排出禁止物 ➡ 消火器、タイヤ、ホイール、オートバイ、
　　　　　　　　　　　　　　　　　  自動車部品、バッテリー、ガスボンベ、
　　　　　　　　　　　　　　　　　  ピアノ、スプリングマット、
　　　　　　　　　　　　　　　　　  ホームタンク（屋外用）

　　　　　　　　　　　　　　（販売店、取り扱い業者に相談してください。）

家電４品目の処分方法
■テレビ・エアコン・冷蔵庫（冷凍庫）・洗濯機・衣類乾燥機は家電リサイ
クル法によりリサイクルすることが義務づけられています。

家電リサイクル法とは？
　特定家庭用機器再商品化法（家電リサイクル法）は、一般家庭や事務所から排出された
テレビ、（ブラウン管・液晶・プラズマ）、エアコン、冷蔵庫（冷凍庫）、洗濯機・衣類乾
燥機などの特定家庭用機器廃棄物から、有用な部品や材料をリサイクルし、廃棄物を減量

するとともに、資源の有効利用を推進するための法律です。 

■処分の方法
　これらは家電リサイクル対象品目のため、市では収集できませんので、下記の２つのい
ずれかの方法で処分してください。

１．販売店、取扱店に引き取ってもらう。
　　販売店、取扱店にリサイクル料金と収集運搬料金等を支払って依頼する。

２．郵便局で家電リサイクル料金を納付し、指定引取場所まで運搬する。
　　郵便局でリサイクル料金を納付し、下記指定引取場所まで直接持ち込む。
　　リサイクル料金の納付のみで、収集運搬料金等は必要ありません。

指定引取場所

リサイクル料金例（メーカーによって異なります）

テレビ
（ブラウン管・プラズマ・液晶）

エアコン 冷蔵庫（冷凍庫） 洗濯機・衣類乾燥機

・トーテツ資源（株）弘前営業所
　田舎館村大字川部字下船橋64－3
　℡0172－58－4725

・日本通運（株）弘前支店
　弘前市大字新里字中平岡25－1
　℡0172－27－0881

エアコン

ブラウン管（15型以下）

ブラウン管（16型以上）

液晶・プラズマ（15型以下）

液晶・プラズマ（16型以上）

170L以下

171L以上

990円～
1,320円～
2,420円～
1,870円～
2,970円～
3,740円～
4,730円～
2,530円～洗濯機・衣類乾燥機

テレビ

冷蔵庫・冷凍庫

※別途回収費用が必要です
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